
小・中学校における現行制度について 

 

１ 通学距離について 

         小学校                 中学校          

     国の基準        おおむね４㎞以内      おおむね６㎞以内 

 

２ 学級編制の基準について（令和７年度より） 

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」第３条より 

 学校の種類    学級編制の区分 
            １学級の児童生徒数              

      国の基準 愛媛県の基準 

 

   小学校 

      単式学級           ３５人     ３５人 

      複式学級     １６人 

 （第１学年の児童を含む場合は８人） 

１６人 

 （第１学年の児童を含む場合は８人） 

    特別支援学級           ８人       ８人 

 

   中学校    

 

      単式学級           ４０人     ４０人 

      複式学級             ８人       ８人 

    特別支援学級       ８人       ８人 

 

３ 教職員の配置基準について（教頭、教諭、助教諭及び講師の数） 

（小学校） 

 学 級 数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

 配 置 数 １ ２ 3~4 ５ ６ ７ ８ 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 

 

 

 

資料４



（中学校） 

 学 級 数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

 配 置 数 ３ 4~5 ７ ８ ８ 10 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25 26 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32      

28 30 32 33 35 36 37 39 40 42 43 44 46 48 49      

 

・  上記の表には校長、養護教員、事務職員、栄養職員などの職員については含まれてい 

ません。   


